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身近な地域

医療圏域（例：精神科救急医療圏域）

都道府県

訪看
ＳＴ

・地域生活を支える短期の入院
・在宅医療
・外来医療

地域における医療機能の確保（イメージ）

地域医療
を担う病院

高次の救急を
担う病院

精神科を
有する

総合病院

高齢者の
入院医療を
担う病院

重度療養を
担う病院

専門分野を
担う

医療機関

診
療
所

診
療
所

それぞれの機能に応じて身近な地域・医療圏域（又は都道府県）毎に医療機能を確保
各医療機関が連携して住民への医療を提供
１つの医療機関が複数の機能を有することもある
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 精神保健医療体系の改革に当たって、地域
のニーズに応じて、精神科医療の様々な機
能に関する提供体制や、医療機関の連携体
制を構築するため、精神科医療の医療計画
の「救急医療等確保事業（５事業）」における
位置づけについて、検討すべきではないか。

 医療計画に明示されるべき医療機能、医療
連携体制及び圏域設定の具体的なあり方に
ついて、さらに検討すべきではないか。

○医療計画においては、主要な事業ごとに医療機関の
医療機能や医療連携体制について明示することとされて
いる。

○医療計画において、精神病床数については都道府県
ごとに基準病床数を定めることとなっているが、精神科
医療は、医療計画に必ず記載すべき「４疾病５事業」に
含まれておらず、都道府県における疾病の状況等に照ら
して特に必要と認められる場合に記載すべき事項となっ
ている。

○ 「救急医療等確保事業（５事業）」の対象は、地域にお
いて特に確保する必要性が高い医療であり、現在、救急
医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、
小児医療が対象となっている。

○医療計画に位置づけられることにより、
・地域において必要な医療機能や、医療提供体制にお

ける個々の医療機関の役割が、数値目標とともに明確
化されるとともに、

・都道府県の医療計画を基礎として、その実現のため
に様々な政策的誘導が図られる
等の効果が期待される。

現状と課題 検討

地域医療体制と精神科医療機関の機能 ②



３．精神科医療機関における
従事者の確保について
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* 精神科医師: 精神科及び神経科の医師を含む


